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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線アクセスネットワークにおいてブロードキャストシステム情報を送信する送信装置
により実行される方法であって、
　ブロードキャスト制御論理チャネルのマスター情報ブロックを含む第１のシステム情報
を、ブロードキャストトランスポートチャネルにマッピングするステップと、
　ブロードキャスト制御論理チャネルのシステム情報ブロックを含む第２のシステム情報
を、動的に割り当てるリソースにより送信が可能な共有トランスポートチャネルにマッピ
ングするステップと、
　前記第１のシステム情報を前記ブロードキャストトランスポートチャネルを介して受信
装置へ送信するステップと、
　前記第２のシステム情報を前記共有トランスポートチャネルを介して前記動的に割り当
てるリソースにより前記受信装置へ送信するステップと、
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記共有トランスポートチャネルにマッピングされた前記第２のシステム情報の送信に
関連付けられる物理制御チャネル信号により、前記第２のシステム情報を前記受信装置が
取得するための情報を通知するステップを含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　前記第２のシステム情報を前記受信装置が取得するための情報は、前記動的に割り当て
るリソースのサイズに関する情報を含む、
請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第２のシステム情報を前記共有トランスポートチャネルを介して送信するステップ
において、前記第２のシステム情報を前記受信装置が取得するための所定の識別子を使用
するステップを含む、
請求項１から３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
　前記第１のシステム情報は少なくとも前記第２のシステム情報の送信タイミングに関す
る情報を含み、前記第２のシステム情報は少なくとも１つ以上の前記動的に割り当てるリ
ソースにより送信するシステム情報を含む、
請求項１から４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　無線アクセスネットワークにおいてブロードキャストシステム情報を送信する、前記無
線アクセスネットワークにおける送信装置であって、
　ブロードキャスト制御論理チャネルのマスター情報ブロックを含む第１のシステム情報
を、ブロードキャストトランスポートチャネルにマッピングし、ブロードキャスト制御論
理チャネルのシステム情報ブロックを含む第２のシステム情報を、動的に割り当てるリソ
ースにより送信が可能な共有トランスポートチャネルにマッピングする、マッピング部と
、
　前記第１のシステム情報を前記ブロードキャストトランスポートチャネルを介して受信
装置へ送信し、前記第２のシステム情報を前記共有トランスポートチャネルを介して前記
動的に割り当てるリソースにより前記受信装置へ送信する、送信部と、
　を備える、送信装置。
【請求項７】
　前記共有トランスポートチャネルにマッピングされた前記第２のシステム情報の送信に
関連付けられる物理制御チャネル信号により、前記第２のシステム情報を前記受信装置が
取得するための情報を通知する通知部を含む、
請求項６に記載の送信装置。
【請求項８】
　前記第２のシステム情報を前記受信装置が取得するための情報は、前記第２のシステム
情報を前記動的に割り当てるリソースのサイズに関する情報を含む、
請求項７に記載の送信装置。
【請求項９】
　前記第２のシステム情報を前記共有トランスポートチャネルを介して送信する送信部に
おいて、前記第２のシステム情報を前記受信装置に取得させるために所定の識別子を使用
する、
請求項６から８のいずれかに記載の送信装置。
【請求項１０】
　前記第１のシステム情報は、少なくとも前記第２のシステム情報の送信タイミングに関
する情報を含み、前記第２のシステム情報は少なくとも１つ以上の前記動的に割り当てら
れるリソースにより送信されるシステム情報を含む、
請求項６から９のいずれかに記載の送信装置。
【請求項１１】
　無線アクセスネットワークにおいてブロードキャストシステム情報を受信する受信装置
により実行される方法であって、
　ブロードキャスト制御論理チャネルのマスター情報ブロックを含む第１のシステム情報
をブロードキャストトランスポートチャネルを介して送信装置から受信するステップと、
　ブロードキャスト制御論理チャネルのシステム情報ブロックを含む第２のシステム情報
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を、動的に割り当てられたリソースにより受信が可能な共有トランスポートチャネルを介
して、前記動的に割り当てられたリソースにより前記送信装置から受信するステップと、
　前記ブロードキャストトランスポートチャネルにマッピングされた前記第１のシステム
情報を取得するステップと、
　前記共有トランスポートチャネルにマッピングされた前記第２のシステム情報を取得す
るステップと、
　を含む、方法。
【請求項１２】
　前記共有トランスポートチャネルにマッピングされた前記第２のシステム情報の受信に
関連付けられる物理制御チャネル信号により、前記第２のシステム情報を前記受信装置が
取得するための情報の通知を受信するステップを含む、
請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第２のシステム情報を前記受信装置が取得するための情報は、前記動的に割り当て
られたリソースのサイズに関する情報を含む、
請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第２のシステム情報を前記共有トランスポートチャネルを介して受信するステップ
において、前記第２のシステム情報を前記受信装置が取得するために所定の識別子を使用
するステップを含む、
請求項１１から１３のいずれかに記載の方法。
【請求項１５】
　前記第１のシステム情報は、少なくとも前記第２のシステム情報の送信タイミングに関
する情報を含み、前記第２のシステム情報は少なくとも１つ以上の動的に割り当てられる
リソースにより送信されるシステム情報を含む、
請求項１１から１４のいずれかに記載の方法。
【請求項１６】
　無線アクセスネットワークにおいてブロードキャストシステム情報を受信する受信装置
であって、
　ブロードキャスト制御論理チャネルのマスター情報ブロックを含む第１のシステム情報
をブロードキャストトランスポートチャネルを介して送信装置から受信し、
　ブロードキャスト制御論理チャネルのシステム情報ブロックを含む第２のシステム情報
を、動的に割り当てられたリソースにより受信が可能な共有トランスポートチャネルを介
して、前記動的に割り当てられたリソースにより前記送信装置から受信する受信部と、
　前記ブロードキャストトランスポートチャネルにマッピングされた前記第１のシステム
情報を取得し、
　前記共有トランスポートチャネルにマッピングされた前記第２のシステム情報を取得す
る取得部と、
　を含む、受信装置。
【請求項１７】
　前記共有トランスポートチャネルにマッピングされた前記第２のシステム情報の受信に
関連付けられる物理制御チャネル信号により、前記第２のシステム情報を前記受信装置が
取得するための情報の通知を受信する通知受信部を含む、
請求項１６に記載の受信装置。
【請求項１８】
　前記第２のシステム情報を前記受信装置が取得するための情報は、前記動的に割り当て
られたリソースのサイズに関する情報を含む、
請求項１７に記載の受信装置。
【請求項１９】
　前記第２のシステム情報を前記共有トランスポートチャネルを介して受信する受信部に
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おいて、前記第２のシステム情報を取得するために所定の識別子を使用する、
請求項１６から１８のいずれかに記載の受信装置。
【請求項２０】
　前記第１のシステム情報は、少なくとも前記第２のシステム情報の送信タイミングに関
する情報を含み、前記第２のシステム情報は少なくとも１つ以上の動的に割り当てられる
リソースにより送信されるシステム情報を含む、
請求項１６から１９のいずれかに記載の受信装置。
【請求項２１】
　前記送信装置は基地局である、請求項１から５のいずれかに記載の方法。
【請求項２２】
　前記送信装置は基地局である、請求項６から１０のいずれかに記載の送信装置。
【請求項２３】
　前記受信装置はユーザ機器（ＵＥ）である、請求項１１から１５のいずれかに記載の方
法。
【請求項２４】
　前記受信装置はユーザ機器（ＵＥ）である、請求項１６の２０いずれかに記載の受信装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動体通信システムにおいてブロードキャストシステム情報を送信する方法
および送信装置に関する。さらに、本発明は、ブロードキャストシステム情報を受信する
方法および移動体端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｗ－ＣＤＭＡ（Wideband Code Division Multiple Access：広帯域符号分割多元接続）
は、第３世代のワイヤレス移動体通信システムとして使用する目的で標準化されたＩＭＴ
－２０００システム（International Mobile Telecommunication system：国際移動体通
信システム）の無線インタフェースである。Ｗ－ＣＤＭＡは、音声サービスやマルチメデ
ィア移動体通信サービスといったさまざまなサービスをフレキシブルかつ効率的に提供す
る。日本、欧州、米国、およびその他の国における標準化機関は、Ｗ－ＣＤＭＡの共通の
無線インタフェース仕様を策定する目的で、３ＧＰＰ（第３世代パートナーシッププロジ
ェクト）と呼ばれるプロジェクトを共同して組織した。
【０００３】
　ＩＭＴ－２０００の欧州における標準化バージョンは、一般にＵＭＴＳ（Universal Mo
bile Telecommunication System：ユニバーサル移動体通信システム）と呼ばれている。
ＵＭＴＳ仕様の最初のリリースは、１９９９年に公開された（リリース９９）。その後、
３ＧＰＰにより、リリース４、リリース５、リリース６において、この標準に対するいく
つかの改良が標準化された。現在、リリース７および「Study Item on Evolved UTRA and
 UTRAN」の範囲内において、さらなる改良の議論が進められている。
【０００４】
　ＵＭＴＳのアーキテクチャ
　図１は、ＵＭＴＳ（Universal Mobile Telecommunication System）のリリース９９／
４／５における高レベルアーキテクチャを示している（非特許文献１を参照（この文書は
本文書に参照によって援用し、http://www.3gpp.orgから入手可能））。ＵＭＴＳシステ
ムは、それぞれが所定の機能を有する複数のネットワーク要素から構成されている。これ
らのネットワーク要素はそれぞれの機能によって定義されているのに対し、ネットワーク
要素の物理的な実装は一般に類似しているが、このことは必須ではない。
【０００５】
　ネットワーク要素は、それぞれの機能に基づき、コアネットワーク（ＣＮ：Core Netwo
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rk）１０１と、ＵＭＴＳ地上無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ：UMTS Terrestrial
 Radio Access Network）１０２と、ユーザ機器（ＵＥ：User Equipment）１０３とにグ
ループ化されている。ＵＴＲＡＮ１０２は、無線に関連するすべての機能を扱う役割を担
い、ＣＮ１０１は、外部ネットワークへの呼およびデータ接続をルーティングする役割を
担う。これらネットワーク要素の相互接続は、オープンインタフェース（Ｉｕ、Ｕｕ）に
よって定義されている。なお、ＵＭＴＳシステムはモジュール方式であり、従って、同じ
タイプのいくつかのネットワーク要素を備えることが可能である。
【０００６】
　以下では、２つの異なるアーキテクチャについて説明する。これらのアーキテクチャは
、ネットワーク要素の間での機能の論理的な分散に基づいて定義されている。実際のネッ
トワーク配備においては、各アーキテクチャにおいて物理的な実装が異なっていてもよく
、すなわち、２つ以上のネットワーク要素を単一の物理ノードにまとめることができる。
【０００７】
　図２は、ＵＴＲＡＮの現在のアーキテクチャを示している。複数の無線ネットワークコ
ントローラ（ＲＮＣ：Radio Network Controller）２０１，２０２がＣＮ１０１に接続さ
れている。ＲＮＣ２０１，２０２は、機能的には、自身のドメイン内の無線リソースを所
有し、これらを制御しており、通常、アクセスネットワーク側における無線リソース制御
プロトコルを終端処理する。ＲＮＣ２０１，２０２のそれぞれは、１つまたはいくつかの
基地局（ノードＢ）２０３，２０４，２０５，２０６を制御し、これらの基地局がユーザ
機器と通信する。いくつかの基地局を制御するＲＮＣを、これらの基地局の制御ＲＮＣ（
Ｃ－ＲＮＣ：Controlling RNC）と称する。制御される一連の基地局とそれらのＣ－ＲＮ
Ｃを、まとめて無線ネットワークサブシステム（ＲＮＳ：Radio Network Subsystem）２
０７，２０８と称する。ユーザ機器とＵＴＲＡＮとの間の接続のそれぞれにおいて、一つ
のＲＮＳがサービングＲＮＳ（Ｓ－ＲＮＳ：Serving RNS）である。Ｓ－ＲＮＳは、コア
ネットワーク（ＣＮ）１０１とのいわゆるＩｕ接続を維持する。必要な場合、図３に示し
たように、ドリフトＲＮＳ（Ｄ－ＲＮＳ：Drift RNS）３０２が、無線リソースを提供す
ることによってサービングＲＮＳ（Ｓ－ＲＮＳ）３０１をサポートする。それぞれのＲＮ
Ｃを、サービングＲＮＣ（Ｓ－ＲＮＣ）およびドリフトＲＮＣ（Ｄ－ＲＮＣ）と称する。
Ｃ－ＲＮＣとＤ－ＲＮＣとが同一であることも可能であり、そのような場合がしばしばあ
るため、略称としてＳ－ＲＮＣまたはＲＮＣを使用する。一般に、ドリフトＲＮＳ３０２
は、異なるＲＮＳの間でのＵＥのソフトハンドオーバに使用される。
【０００８】
　ＵＴＲＡＮ地上インタフェースのプロトコルモデルの概説
　図４は、ＵＭＴＳネットワークにおけるＵＴＲＡＮのプロトコルモデルの概要を示して
いる。明確に理解できるように、本明細書では簡潔に説明するにとどめるが、さらなる詳
細については、非特許文献２（この文書は本文書に参照によって援用する）に記載されて
いる。
【０００９】
　このプロトコルモデルは、水平方向のプレーンについては、無線ネットワーク層とトラ
ンスポートネットワーク層とに分割することができる。ＵＴＲＡＮに関連するすべての処
理（issue）は可視であり、無線ネットワーク層において扱われるのに対して、トランス
ポートネットワーク層は、通常、ＵＴＲＡＮのデータ伝送に使用するように選択されてい
る標準的な伝送技術であり、ＵＴＲＡＮに固有な変更はなされていない。
【００１０】
　このプロトコルモデルは、垂直方向のプレーンについては、制御プレーンとユーザプレ
ーンとに分割することができる。制御プレーンは、ＵＭＴＳに固有な制御シグナリング（
すなわち無線インタフェースおよびトランスポートインタフェースに関連する制御シグナ
リング）に使用され、アプリケーションプロトコル（ＡＰ）（例えばＩｕインタフェース
におけるＲＡＮＡＰ、ＩｕｒインタフェースにおけるＲＮＳＡＰ、Ｉｕｂインタフェース
におけるＮＢＡＰ、ＵｕインタフェースにおけるＲＲＣ）を含んでいる。制御プレーンの
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機能とアプリケーションプロトコルとによって、ＵＥまでのトラフィック無線ベアラ（tr
affic radio bearer）を、いわゆるシグナリング無線ベアラ（signaling radio bearer）
を介してセットアップすることができる。
【００１１】
　制御プレーンのプロトコルは、ＵＭＴＳに固有な制御シグナリングの役割を担っている
のに対して、ユーザプレーンは、ユーザによって送られるデータストリームおよびユーザ
に送られるデータストリーム（例えば、音声呼、ストリーミングデータ、パケット交換サ
ービスのパケットなど）を伝送する。ユーザプレーンは、伝送する目的で、いわゆるトラ
フィック無線ベアラ（場合によってはデータベアラとも称される）を含んでいる。
【００１２】
　トランスポートネットワークの制御プレーンは、トランスポートネットワーク層の中で
のシグナリングを制御するために使用され、無線ネットワーク層に関連する情報は含まな
い。トランスポートネットワークの制御プレーンはＡＬＣＡＰプロトコルを含んでおり、
このプロトコルは、ユーザプレーンの情報を交換するためのトラフィックベアラと、ＡＬ
ＣＡＰプロトコルメッセージを伝えるのに必要なシグナリングベアラとをセットアップす
るために使用される。トランスポートネットワークの制御プレーンが存在することにより
、制御プレーンの中のアプリケーションプロトコルが、ユーザプレーンにおけるトラフィ
ック無線ベアラ上でのデータ伝送用に選択されている技術とは完全に独立して動作するこ
とができる。トランスポートネットワークの制御プレーンは、トランスポートネットワー
クのユーザプレーンの動作を制御する。
【００１３】
　ＵＴＲＡ無線インタフェースプロトコルのアーキテクチャ
　図５は、ＵＴＲＡＮの無線インタフェースプロトコルのアーキテクチャの概要を示して
いる。一般的には、ＵＴＲＡＮの無線インタフェースプロトコルのアーキテクチャは、Ｏ
ＳＩプロトコルスタックの第１層～第３層を実装している。ＵＴＲＡＮ内で終端処理され
るプロトコルは、アクセス階層（access stratum）（プロトコル）とも称される。アクセ
ス階層と違ってＵＴＲＡＮ内で終端処理されないすべてのプロトコルは、通常、非アクセ
ス階層プロトコル(non-access stratum)とも称される。
【００１４】
　図４に関連して説明したように、プロトコルをユーザプレーンと制御プレーンとに縦に
分割する場合を示している。無線リソース制御（ＲＲＣ：Radio Resource Control）プロ
トコルは、制御プレーンの第３層プロトコルであり、ＵＴＲＡ無線インタフェース（Ｕｕ
）の下位層におけるプロトコルを制御する。
【００１５】
　ＲＲＣプロトコルは、通常、ＵＴＲＡＮのＲＮＣ内で終端処理されるが、他のネットワ
ーク要素（例えばノードＢ）もＵＴＲＡＮ内でＲＲＣプロトコルを終端処理する要素とし
て考慮されている。ＲＲＣプロトコルは、無線インタフェースの無線リソースへのアクセ
スを制御するための制御情報をＵＥにシグナリングするために使用される。さらには、Ｒ
ＲＣプロトコルが非アクセス階層メッセージ（通常、非アクセス階層内での制御に関連す
る）をカプセル化して伝送することも可能である。
【００１６】
　制御プレーンにおいては、ＲＲＣプロトコルが、制御情報をシグナリング無線ベアラを
介してサービスアクセスポイント（ＳＡＰ）を経て第２層（すなわち無線リンク制御（Ｒ
ＬＣ：Radio Link Control）プロトコル）に中継する。ユーザプレーンにおいては、非ア
クセス階層のプロトコルエンティティは、トラフィック無線ベアラを使用してＳＡＰを介
して第２層に直接アクセスすることができる。この場合、ＲＬＣに直接アクセスするか、
またはパケットデータコンバージェンスプロトコル（Packet Data Convergence Protocol
）にアクセスすることができ、後者の場合、パックデータコンバージェンスプロトコルが
自身のＰＤＵをＲＬＣプロトコルエンティティに提供する。
【００１７】
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　ＲＬＣは、上位層にＳＡＰを提供する。ＲＲＣの構成設定は、ＲＬＣによるパケットの
処理方式（例えば、透過モード、ＡＣＫモード、または非ＡＣＫモードのうちのどのモー
ドでＲＬＣが動作するか）を定義する。制御プレーンおよびユーザプレーンにおいてＲＲ
ＣおよびＰＤＣＰによって上位層に提供されるサービスは、それぞれ、シグナリング無線
ベアラおよびトラフィック無線ベアラとも称される。
【００１８】
　ＭＡＣ層は、自身のサービスをいわゆる論理チャネルによってＲＬＣ層に提供する。論
理チャネルでは、本質的には、伝送するデータの種類が定義される。物理層は、自身のサ
ービスをいわゆるトランスポートチャネルによってＭＡＣ／ＲＬＣ層に提供する。このト
ランスポートチャネルでは、ＭＡＣ層から受け取るデータを物理チャネルを介して送信す
るときの方式および送信特性が定義される。
【００１９】
　ＵＴＲＡＮにおける論理チャネルおよびトランスポートチャネル
　このセクションでは、例示を目的としてＵＭＴＳアーキテクチャを考慮しながら、論理
チャネルとトランスポートチャネルとの間のマッピングについて概説する。論理チャネル
からトランスポートチャネルへのマッピングは、ＲＲＣ接続確立手順の中でのシグナリン
グメッセージのいくつかに対して使用することができる。
【００２０】
　以下の一連の表は、ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡにおける論理チャネルおよびトランス
ポートチャネルの特性およびマッピングについてまとめたものである。論理チャネルにつ
いては、主として、送信するデータタイプが記載されているのに対して、トランスポート
チャネルについては、主として、送信タイプおよび識別方法が記載されている。
【００２１】
　次の表は、ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡにおける論理チャネルおよびトランスポートチ
ャネルについてそれぞれ説明している。
【００２２】
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【表１】

【００２３】
　なお、上の表におけるＤＣＣＨのマッピングは、ＵＭＴＳリリース６の場合には下り方
向におけるフラクショナル個別チャネル（Fractional Dedicated Channel）に、Ｅｖｏｌ
ｖｅｄ　ＵＴＲＡのＵＭＴＳリリース６の場合には上りにおける拡張個別トランスポート
チャネル（Enhanced Dedicated Transport Channel）に行うことも可能である。しかしな
がら、説明を単純にするため、表ではこれらのオプションを考慮していない。
【００２４】
　ＵＴＲＡの場合、上の表に示したトランスポートチャネルの識別は、第２層インバンド
（Layer 2 inband）である。第２層インバンド識別においては、第２層のＭＡＣ　ＰＤＵ
のヘッダに、下り方向については情報の宛先、上り方向については情報の送信元としての
特定のＵＥを指しているＵＥ識別子が含まれている。従って、システム情報と共通サービ
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ス制御タイプのデータを含んでいる論理チャネルをマッピングするのに、識別は必要ない
。識別が必要であるのは、ブロードキャスト共通トランスポートチャネル（ＢＣＨ）を除
けば共通トランスポートチャネル（ＲＡＣＨおよびＦＡＣＨ）のみである。
【００２５】
　次の表は、Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）における論理チャネルおよびト
ランスポートチャネルの例示的な説明を示している。
【００２６】
【表２】

【００２７】
　なお、レガシーＦＡＣＨは使用されておらず、レガシーＤＣＨの代わりに共有チャネル
が使用されている。ＳＤＣＨおよびＳＵＣＨの両方について、下り方向における関連付け
られる物理チャネルを使用することが想定されている。関連付けられる物理チャネルの一
例として、共有制御シグナリングチャネル（ＳＣＳＣＨ）が挙げられる。
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【００２８】
　上表の各列における送信タイプの説明は、以下のように理解されるものとする。静的構
成設定は、チャネルの伝送フォーマットの属性（例えば変調方式、前方誤り訂正方式など
）がシステムに固有であり、ネットワークによって変更されないことを意味する。準静的
構成設定においては、チャネルの伝送フォーマットの属性（例えば変調方式、前方誤り訂
正方式など）が、再構成設定手順によって変更される。この手順は相当に遅く、１００ｍ
ｓオーダーのレイテンシが生じる。動的構成設定においては、チャネルの伝送フォーマッ
トの属性（例えば変調方式、前方誤り訂正方式など）が、関連付けられる制御チャネルを
介してのシグナリングによって変更される。この手順は、準静的再構成設定よりも相当に
高速であり、数個のサブフレームのオーダーの遅延（１サブフレーム～０．５ｍｓ）が生
じうる。動的構成設定は、無線チャネルの時間的な変動に送信フォーマットを最適に合わ
せる目的で実行することができる（この場合、リンクアダプテーションとも称される）。
【００２９】
　次の表は、このチャネルによって送信することのできる情報を示している。
【００３０】
【表３】

【００３１】
　この表から理解できるように、ＵＥ識別情報は下り方向と上り方向の両方に含まれてい
る。従って、ＵＥは、第１層アウトバンド（Layer 1 outband）識別に基づき、ＳＣＳＣ
Ｈ上のデータを復号化し、関連付けられる物理チャネル上で送信された識別子が、ＲＲＣ
接続確立手順時にＵＥに割り当てられる識別子に一致するものと判定した後、共有トラン
スポートチャネルそれぞれがマッピングされている物理チャネルを受信して、ＳＤＣＨお
よびＳＵＣＨ共有トランスポートチャネルに対応する第２層ＰＤＵ（Protocol Data Unit
：プロトコルデータユニット）をさらに処理することができる。Ｅ－ＵＴＲＡにおいて、
ＣＡＣＨトランスポートチャネルにおける識別は、ＲＡＣＨトランスポートチャネルの識
別に似ている。結論として、識別が必要であるのは、拡張型ブロードキャスト共通トラン
スポートチャネル（Ｅｖｏｌｖｅｄ－ＢＣＨ）を除けば、共通トランスポートチャネルお
よび共有トランスポートチャネル（ＣＡＣＨ、ＳＤＣＨ、およびＳＵＣＨ）である。共通
トランスポートチャネルにおける識別は第２層インバンドタイプであるのに対して、共有
トランスポートチャネルにおける識別は第１層アウトバンドタイプである。
【００３２】
　「第２層インバンド」識別および「第１層アウトバンド」識別の定義から、ＵＥあたり
ただ１つの識別子が存在しているものと推測できる。従って、シグナリング無線ベアラが
確立された時点で、トラフィック無線ベアラにも使用できる識別子がＵＥに割り当てられ
ている。しかしながら、構成設定されるトランスポートチャネルごとに、ＵＥあたり複数
の識別子を定義して使用することも可能である。
【００３３】
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　スペクトルの割り当て
　非特許文献３（http://www.3gpp.orgから入手可能)には、移動体端末の単独動作（stan
d-alone operation）に関して、複数の異なるサイズのスペクトル割り当て（例えば、１
．２５ＭＨｚ、２．５０ＭＨｚ、５．００ＭＨｚ、１０．００ＭＨｚ、１５．００ＭＨｚ
、２０．００ＭＨｚ）が提案されている。Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ／ＵＴＲＡＮのプラ
イマリ共通制御物理チャネル（Ｐ－ＣＣＰＣＨ）（従来のシステムにおいては、このＰ－
ＣＣＰＣＨにはＢＣＨトランスポートチャネルがマッピングされる）のデータレートは、
Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ／ＵＴＲＡＮのブロードキャストトランスポートチャネルの構
成設定が準静的であると想定すると、（次の表に示すように）スペクトル割り当てのサイ
ズによって変化する。
【００３４】
【表４】

【００３５】
　従って、物理チャネルから所定の量のデータを読み取るためのＵＥ読み取り時間は、ス
ペクトル割り当てに依存するものと結論できる。従って、スペクトル割り当てが少ない場
合、ＵＥ読み取り時間、および従って電力消費量が増す。さらに、データサイズが大きく
、データがいくつかの送信時間間隔（ＴＴＩ）にわたって送信されるときには、ＵＥは、
そのデータが供給されるすべてのＴＴＩにおいてデータを受信するために自身の受信機に
給電しなければならない。スペクトル割り当てが大きい場合、ＵＥ読み取り時間は短縮さ
れるが、１つのＴＴＩの中でいくつかのデータ部分が送られる場合、ＵＥはそのＴＴＩの
中の無関係な部分を復号化する必要が生じることがあり、なぜなら、一般に受信機は、１
つのＴＴＩ全体のデータを受信するように設計されているためである。このことによって
も、ＵＥの電力消費量が不必要に増大することがある。
【００３６】
　図８および図９は、ブロードキャストシステム情報を送信する場合に生じうる、上に概
説した問題を示している。ＵＭＴＳにおいては、ブロードキャストシステム情報（ＢＳＩ
）は通常システム情報ブロック（ＳＩＢ）に分割される（図７）。図８から認識できるよ
うに、スペクトル割り当てサイズが５．００ＭＨｚである場合、ＵＥは、ＳＩＢ８に含ま
れている情報を取得するためには、たとえ（特定の時刻において）ＭＩＢおよびＳＩＢ７
／９／１０がＵＥに必要ないものであっても、ブロードキャスト制御チャネルＢＣＣＨの
内容を２つの連続するＴＴＩにわたって受信しなければならない。さらに、スペクトル割
り当てが大きい（例えば、図９に示したようにサイズが１０．００ＭＨｚである）場合、
ＵＥは、マスター情報ブロックＭＩＢとＳＩＢ１とを復号化する。さらに、ＵＥは、ＳＩ
Ｂ２およびＳＩＢ３の内容がシステムアクセスあるいは基本的なモビリティ機能に必要な
いものであっても、これらの情報ブロックを復号化する。
【非特許文献１】3GPP TR 25.401: "UTRAN Overall Description"
【非特許文献２】Holma et al., "WCDMA for UMTS", Third Edition, Wiley & Sons, Inc
., October 2004, Chapter 5
【非特許文献３】3GPP TR 25.912, " Requirements for Evolved UTRA (E-UTRA) and Evo
lved UTRAN (E-UTRAN)", version 7.1.0
【非特許文献４】3GPP TS 25.331, "Radio Resource Control (RRC)", version 6.7.0, s
ection 8.1.1
【非特許文献５】Tdoc R1-050604 of the 3GPP TSG RAN WG #1 ad hoc, “Downlink Chan
nelization and Multiplexing for EUTRA”, June 2005
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００３７】
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　本発明の目的は、ブロードキャストシステム情報をブロードキャストする改良された方
法を提案することである。
【課題を解決するための手段】
【００３８】
　この目的は、独立請求項の主題によって解決される。本発明の有利な実施形態は、従属
請求項の主題である。
【００３９】
　本発明の一態様によると、ブロードキャストシステム情報の複数の異なるパーティショ
ンを、共有トランスポートチャネルまたはブロードキャストトランスポートチャネルにマ
ッピングして送信する。本発明の一実施形態によると、このマッピングでは、ブロードキ
ャストシステム情報が送信される先の移動体端末に固有なパラメータ、もしくは、ブロー
ドキャストシステム情報の複数の異なるパーティションに固有なパラメータ、またはその
両方、を考慮することができる。
【００４０】
　本発明は、無線アクセスネットワークにおいてブロードキャストシステム情報を送信す
る送信装置により実行される方法であって、ブロードキャスト制御論理チャネルのマスタ
ー情報ブロックを含む第１のシステム情報を、ブロードキャストトランスポートチャネル
にマッピングするステップと、ブロードキャスト制御論理チャネルのシステム情報ブロッ
クを含む第２のシステム情報を、動的に割り当てるリソースにより送信が可能な共有トラ
ンスポートチャネルにマッピングするステップと、前記第１のシステム情報を前記ブロー
ドキャストトランスポートチャネルを介して受信装置へ送信するステップと、前記第２の
システム情報を前記共有トランスポートチャネルを介して前記動的に割り当てるリソース
により前記受信装置へ送信するステップと、を含む、方法である。
　本発明は、前記共有トランスポートチャネルにマッピングされた前記第２のシステム情
報の送信に関連付けられる物理制御チャネル信号により、前記第２のシステム情報を前記
受信装置が取得するための情報を通知するステップを含む、方法である。
　本発明は、前記第２のシステム情報を前記受信装置が取得するための情報は、前記動的
に割り当てるリソースのサイズに関する情報を含む、方法である。
　本発明は、前記第２のシステム情報を前記共有トランスポートチャネルを介して送信す
るステップにおいて、前記第２のシステム情報を前記受信装置が取得するための所定の識
別子を使用するステップを含む、方法である。
　本発明は、前記第１のシステム情報は少なくとも前記第２のシステム情報の送信タイミ
ングに関する情報を含み、前記第２のシステム情報は少なくとも１つ以上の前記動的に割
り当てるリソースにより送信するシステム情報を含む、方法である。
　本発明は、無線アクセスネットワークにおいてブロードキャストシステム情報を送信す
る、前記無線アクセスネットワークにおける送信装置であって、ブロードキャスト制御論
理チャネルのマスター情報ブロックを含む第１のシステム情報を、ブロードキャストトラ
ンスポートチャネルにマッピングし、ブロードキャスト制御論理チャネルのシステム情報
ブロックを含む第２のシステム情報を、動的に割り当てるリソースにより送信が可能な共
有トランスポートチャネルにマッピングする、マッピング部と、前記第１のシステム情報
を前記ブロードキャストトランスポートチャネルを介して受信装置へ送信し、前記第２の
システム情報を前記共有トランスポートチャネルを介して前記動的に割り当てるリソース
により前記受信装置へ送信する、送信部と、を備える、送信装置である。
　本発明は、前記共有トランスポートチャネルにマッピングされた前記第２のシステム情
報の送信に関連付けられる物理制御チャネル信号により、前記第２のシステム情報を前記
受信装置が取得するための情報を通知する通知部を含む、送信装置である。
　本発明は、前記第２のシステム情報を前記受信装置が取得するための情報は、前記第２
のシステム情報を前記動的に割り当てるリソースのサイズに関する情報を含む、送信装置
である。
　本発明は、前記第２のシステム情報を前記共有トランスポートチャネルを介して送信す
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る送信部において、前記第２のシステム情報を前記受信装置に取得させるために所定の識
別子を使用する、送信装置である。
　本発明は、前記第１のシステム情報は、少なくとも前記第２のシステム情報の送信タイ
ミングに関する情報を含み、前記第２のシステム情報は少なくとも１つ以上の前記動的に
割り当てられるリソースにより送信されるシステム情報を含む、送信装置である。
　本発明は、無線アクセスネットワークにおいてブロードキャストシステム情報を受信す
る受信装置により実行される方法であって、ブロードキャスト制御論理チャネルのマスタ
ー情報ブロックを含む第１のシステム情報をブロードキャストトランスポートチャネルを
介して送信装置から受信するステップと、ブロードキャスト制御論理チャネルのシステム
情報ブロックを含む第２のシステム情報を、動的に割り当てられたリソースにより受信が
可能な共有トランスポートチャネルを介して、前記動的に割り当てられたリソースにより
前記送信装置から受信するステップと、前記ブロードキャストトランスポートチャネルに
マッピングされた前記第１のシステム情報を取得するステップと、前記共有トランスポー
トチャネルにマッピングされた前記第２のシステム情報を取得するステップと、を含む、
方法である。
　本発明は、前記共有トランスポートチャネルにマッピングされた前記第２のシステム情
報の受信に関連付けられる物理制御チャネル信号により、前記第２のシステム情報を前記
受信装置が取得するための情報の通知を受信するステップを含む、方法である。
　本発明は、前記第２のシステム情報を前記受信装置が取得するための情報は、前記動的
に割り当てられたリソースのサイズに関する情報を含む、方法である。
　本発明は、前記第２のシステム情報を前記共有トランスポートチャネルを介して受信す
るステップにおいて、前記第２のシステム情報を前記受信装置が取得するために所定の識
別子を使用するステップを含む、方法である。
　本発明は、前記第１のシステム情報は、少なくとも前記第２のシステム情報の送信タイ
ミングに関する情報を含み、前記第２のシステム情報は少なくとも１つ以上の動的に割り
当てられるリソースにより送信されるシステム情報を含む、方法である。
　本発明は、無線アクセスネットワークにおいてブロードキャストシステム情報を受信す
る受信装置であって、ブロードキャスト制御論理チャネルのマスター情報ブロックを含む
第１のシステム情報をブロードキャストトランスポートチャネルを介して送信装置から受
信し、ブロードキャスト制御論理チャネルのシステム情報ブロックを含む第２のシステム
情報を、動的に割り当てられたリソースにより受信が可能な共有トランスポートチャネル
を介して、前記動的に割り当てられたリソースにより前記送信装置から受信する受信部と
、前記ブロードキャストトランスポートチャネルにマッピングされた前記第１のシステム
情報を取得し、前記共有トランスポートチャネルにマッピングされた前記第２のシステム
情報を取得する取得部と、を含む、受信装置である。
　本発明は、前記共有トランスポートチャネルにマッピングされた前記第２のシステム情
報の受信に関連付けられる物理制御チャネル信号により、前記第２のシステム情報を前記
受信装置が取得するための情報の通知を受信する通知受信部を含む、受信装置である。
　本発明は、前記第２のシステム情報を前記受信装置が取得するための情報は、前記動的
に割り当てられたリソースのサイズに関する情報を含む、受信装置である。
　本発明は、前記第２のシステム情報を前記共有トランスポートチャネルを介して受信す
る受信部において、前記第２のシステム情報を取得するために所定の識別子を使用する、
受信装置である。
　本発明は、前記第１のシステム情報は、少なくとも前記第２のシステム情報の送信タイ
ミングに関する情報を含み、前記第２のシステム情報は少なくとも１つ以上の動的に割り
当てられるリソースにより送信されるシステム情報を含む、受信装置である。
　本発明は、前記送信装置が基地局である、方法である。
　本発明は、前記送信装置が基地局である、送信装置である。
　本発明は、前記受信装置がユーザ機器（ＵＥ）である、方法である。
　本発明は、前記受信装置はユーザ機器（ＵＥ）である、受信装置である。
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　本発明の一実施形態によると、移動体通信システムの無線アクセスネットワークにおい
てブロードキャストシステム情報を送信する方法が提供される。この方法によると、ブロ
ードキャスト制御論理チャネルのシステム情報ブロックを、システム情報ブロックそれぞ
れの特性、またはブロードキャストシステム情報を受信する移動体端末の特性に応じて、
共有トランスポートチャネルまたはブロードキャストトランスポートチャネルにマッピン
グし、システム情報ブロックを、共有トランスポートチャネルおよびブロードキャストト
ランスポートチャネルを介して送信する。
 
【００４１】
　例えば、システム情報ブロックの固有な特性として、システム情報ブロックに含まれて
いる情報の時間的変動性、システム情報ブロックのサイズ、システム情報ブロックに含ま
れている情報が、システムアクセスに必要であるか、システム情報ブロックに含まれてい
る情報が、移動体通信システムの中でユーザの位置を追跡するうえで必要であるか、のう
ちの少なくとも１つとすることができる。
【００４２】
　移動体端末の固有な特性の例として、移動体通信システムにおけるオプションの機能を
サポートする能力が挙げられる。
【００４３】
　本発明の別の実施形態においては、ブロードキャスト制御論理チャネルのマスター情報
ブロックを、ブロードキャストトランスポートチャネルを介して定期的に送信する。この
マスター情報ブロックは、システム情報ブロックのそれぞれに関連付けられる制御情報を
含んでいることができる。この関連付けられる制御情報は、システム情報ブロックそれぞ
れがブロードキャストトランスポートチャネルにマッピングされているか共有トランスポ
ートチャネルにマッピングされているかを示すことができる。
【００４４】
　この実施形態の変形形態においては、システム情報ブロックが共有トランスポートチャ
ネルにマッピングされている場合、関連付けられる制御情報は、共有トランスポートチャ
ネルを介して送信されるシステム情報ブロックそれぞれの送信フォーマットおよび送信タ
イミングを含んでいる。
【００４５】
　さらなる変形形態においては、関連付けられる制御情報は、ブロードキャストトランス
ポートチャネル上でのシステム情報ブロックそれぞれのポジションと、システム情報ブロ
ックそれぞれが送信される時間間隔と、システム情報ブロックそれぞれの情報を更新する
ために使用されるタイマー値ベースまたは値タグ（value tag）ベースの更新メカニズム
とを、少なくとも指定する。
【００４６】
　本発明のさらなる実施形態においては、制御情報を、共有データチャネルに関連付けら
れる制御チャネル上で送信する。この制御情報は、共有トランスポートチャネルを介して
送信されるシステム情報ブロックそれぞれの送信フォーマットおよび送信タイミングを示
すことができる。
【００４７】
　この実施形態の変形形態においては、制御情報は、論理チャネルからトランスポートチ
ャネルへのマッピングの識別情報をさらに含んでいる。
【００４８】
　本発明の別の実施形態においては、制御情報の一部は、共有トランスポートチャネルの
パケットのヘッダの中で送信され、論理チャネルからトランスポートチャネルへのマッピ
ングの識別情報を含んでいる。
【００４９】
　上の両方の実施形態において、論理チャネルからトランスポートチャネルへのマッピン
グの識別情報は、マスター情報ブロックの中で送信される制御情報に、複数の設定された
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識別子またはデフォルトの識別子を含めることによって、作成することができる。
【００５０】
　本発明のさらなる実施形態においては、システムブロードキャスト情報は、隣接する無
線セルの少なくとも１つの共有トランスポートチャネルの構成設定に関する情報を含んで
いる。
【００５１】
　本発明の別の実施形態は、移動体通信システムの無線アクセスネットワークにおける、
移動体端末によるブロードキャストシステム情報の受信に関する。移動体端末は、ブロー
ドキャスト制御論理チャネルのマスター情報ブロックをブロードキャストトランスポート
チャネルを介して受信することができる。マスター情報ブロックは、ブロードキャストシ
ステム情報を伝えるために使用される複数のシステム情報ブロックのそれぞれに関連付け
られる制御情報を含んでいることができる。さらに、この関連付けられる制御情報は、ブ
ロードキャストシステム情報を伝える複数のシステム情報ブロックのそれぞれが、ブロー
ドキャストトランスポートチャネルにマッピングされているか共有トランスポートチャネ
ルにマッピングされているかを移動体端末に示すことができる。移動体端末は、マスター
情報ブロックの中の指示情報に従って、ブロードキャスト制御論理チャネルのシステム情
報ブロックを共有トランスポートチャネルまたはブロードキャストトランスポートチャネ
ル上で受信することができる。
【００５２】
　システム情報ブロックが共有トランスポートチャネルを介して受信される場合、この実
施形態の変形形態においては、マスター情報ブロックの中の関連付けられる制御情報が、
システム情報ブロックがマッピングされている共有トランスポートチャネルの構成設定を
含んでいる。さらに、複数の共有トランスポートチャネルのうち、システム情報ブロック
がマッピングされている共有トランスポートチャネルを、マスター情報ブロックの関連付
けられる制御情報の中の指示情報と、送信された設定されている識別子またはデフォルト
の識別子とに基づいて識別し、識別された共有チャネルを介してシステム情報ブロックを
受信するステップ、を含んでいる。構成設定は、例えば、一連の送信フォーマットパラメ
ータとすることができる。個々のＳＩＢから共有トランスポートチャネルへのマッピング
の指示情報は、例えば、それぞれがシステムにおける関連付けられるトランスポートチャ
ネルを識別する、設定されている識別子またはデフォルトの識別子を使用することによっ
て、作成することができる。
【００５３】
　本発明の別の実施形態においては、移動体端末は、共有データチャネルに関連付けられ
る物理制御チャネル上で制御情報を受信することができる。この関連付けられる制御情報
は、共有トランスポートチャネルを介して送信されるシステム情報ブロックそれぞれの送
信フォーマットおよび送信タイミングを示すことができる。移動体端末は、示された送信
フォーマットおよび送信タイミングを使用して、システム情報ブロックそれぞれを共有ト
ランスポートチャネルを介して受信することができる。
【００５４】
　さらに、本発明の一実施形態においては、移動体端末によって受信されるブロードキャ
ストシステム情報は、隣接する無線セルの少なくとも１つの共有トランスポートチャネル
の構成設定に関する情報を含んでいることもでき、移動体端末がその隣接する無線セルに
ハンドオーバされる場合に、移動体端末は、その隣接する無線セルの少なくとも１つの共
有トランスポートチャネルの構成設定に関する情報を使用して、その隣接する無線セル内
でブロードキャストシステム情報を受信することができる。
【００５５】
　本発明の別の実施形態は、移動体通信システムの無線アクセスネットワークにおいてブ
ロードキャストシステム情報を送信する、無線アクセスネットワークにおける送信装置、
を提供する。この送信装置は、システム情報ブロックそれぞれの特性、またはブロードキ
ャストシステム情報を受信する移動体端末の特性に応じて、ブロードキャスト制御論理チ
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ャネルのシステム情報ブロックを共有トランスポートチャネルおよびブロードキャストト
ランスポートチャネルにマッピングするプロセッサ、を備えていることができる。さらに
、この送信装置は、システム情報ブロックを、共有トランスポートチャネルおよびブロー
ドキャストトランスポートチャネルを介して送信する送信機、を備えていることができる
。
【００５６】
　この実施形態の変形形態においては、この送信装置は、本明細書に記載したさまざまな
実施形態および変形形態のうちの１つによる、ブロードキャストシステム情報を送信する
方法の一連のステップ、を実行するように構成されている。
【００５７】
　本発明のさらなる実施形態は、移動体通信システムの無線アクセスネットワークにおい
てブロードキャストシステム情報を受信する移動体端末に関する。この例示的な実施形態
によると、移動体端末は、ブロードキャスト制御論理チャネルのマスター情報ブロックを
ブロードキャストトランスポートチャネルを介して受信する受信機、を備えている。さら
に、移動体端末を、マスター情報ブロックから制御情報を取得するプロセッサを使用して
構成することができる。この制御情報は、ブロードキャストシステム情報を伝えるために
使用される複数のシステム情報ブロックのそれぞれに関連付けられており、システム情報
ブロックそれぞれがブロードキャストトランスポートチャネルにマッピングされているか
共有トランスポートチャネルにマッピングされているかを示すことができる。さらに、受
信機は、マスター情報ブロック中の指示情報に従って、ブロードキャスト制御論理チャネ
ルのシステム情報ブロックを共有トランスポートチャネルまたはブロードキャストトラン
スポートチャネル上で受信することができる。
【００５８】
　本発明の別の実施形態による移動体端末は、本明細書に記載したさまざまな実施形態お
よび変形形態のうちの１つによる、ブロードキャストシステム情報を受信する方法の一連
のステップ、を実行するように構成することができる。
【００５９】
　本発明の別の実施形態は、本発明のさまざまな態様をソフトウェアに実施することに関
する。従って、本発明の一実施形態は、命令を格納しているコンピュータ可読媒体であっ
て、命令が送信装置のプロセッサによって実行されたときに、それによって、送信装置が
、移動体通信システムの無線アクセスネットワークにおいてブロードキャストシステム情
報を送信する、コンピュータ可読媒体、を提供する。この実施形態においては、送信装置
は、命令に起因して、ブロードキャスト制御論理チャネルのシステム情報ブロックを、シ
ステム情報ブロックそれぞれの特性、またはブロードキャストシステム情報を受信する移
動体端末の特性に応じて、共有トランスポートチャネルまたはブロードキャストトランス
ポートチャネルにマッピングすることによってと、システム情報ブロックを、共有トラン
スポートチャネルおよびブロードキャストトランスポートチャネルを介して送信すること
とによって、ブロードキャストシステム情報を送信する。
【００６０】
　本発明の別の実施形態によるコンピュータ可読媒体は、さらに、命令を格納しているこ
とができ、この命令に起因して、送信装置のプロセッサは、本明細書に記載した実施形態
および変形形態のうちの１つによる、ブロードキャストシステム情報を送信する方法の一
連のステップ、を実行する。
【００６１】
　本発明のさらなる実施形態は、命令を格納しているコンピュータ可読媒体であって、命
令が移動体端末のプロセッサによって実行されたときに、それによって、移動体端末が、
移動体通信システムの無線アクセスネットワークにおいてブロードキャストシステム情報
を受信する、コンピュータ可読媒体、を提供する。
【００６２】
　移動体端末は、命令に起因して、ブロードキャスト制御論理チャネルのマスター情報ブ
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ロックをブロードキャストトランスポートチャネルを介して受信することによってと、マ
スター情報ブロックの中の指示情報に従って、ブロードキャスト制御論理チャネルのシス
テム情報ブロックを共有トランスポートチャネルまたはブロードキャストトランスポート
チャネル上で受信することとによって、ブロードキャストシステム情報を受信することが
できる。マスター情報ブロックは、ブロードキャストシステム情報を伝えるために使用さ
れる複数のシステム情報ブロックのそれぞれに関連付けられる制御情報を含んでいること
ができる。この関連付けられる制御情報は、システム情報ブロックそれぞれが、ブロード
キャストトランスポートチャネルにマッピングされているか共有トランスポートチャネル
にマッピングされているかを示す。
【００６３】
　本発明の別の実施形態におけるコンピュータ可読媒体は、さらに、命令を格納しており
、この命令に起因して、移動体端末のプロセッサは、本明細書に記載したさまざまな実施
形態および変形形態のうちの１つによる、ブロードキャストシステム情報を受信する方法
の一連のステップ、を実行する。
【００６４】
　以下では、本発明について、添付の図面を参照しながらさらに詳しく説明する。図面に
おける類似または一致する細部は、同一の参照数字によって表してある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６５】
　以下の段落では、本発明のさまざまな実施形態について説明する。実施形態のほとんど
は、ＵＭＴＳ通信システムに関連して概説してあるが、これは説明を目的としているにす
ぎない。以下のセクションにおいて使用している専門用語は、主としてＵＭＴＳの専門用
語に関連しており、なぜなら本発明はこのタイプの通信システムにおいて有利に使用でき
るためである。しかしながら、使用した専門用語と実施形態の説明とがＵＭＴＳシステム
に関連していることは、本発明の原理および発想をそのようなシステムに限定することを
意図するものではない。
【００６６】
　さらに、［背景技術］セクションにおける詳細な説明は、以下に記載する、ほとんどが
ＵＭＴＳに固有な例示的な実施形態が良好に理解されることを目的としており、本発明の
基礎をなす全般的な発想を、移動体通信ネットワークにおける、以下に説明するプロセス
および機能の特定の実装に限定するようには理解されないものとする。
【００６７】
　本発明の一態様によると、論理チャネルのブロードキャストシステム情報を、共有トラ
ンスポートチャネルもしくはブロードキャストトランスポートチャネル、またはその両方
にマッピングすることを提案する。ブロードキャストシステム情報は、例えば、ブロード
キャスト制御論理チャネルを通じて送信される情報とすることができる。
【００６８】
　本発明の一実施形態においては、ブロードキャストシステム情報の複数の異なる部分（
本文書においてはシステム情報ブロックとも称する）から、２つのトランスポートチャネ
ルのいずれか一方へのマッピングは、特定の１つまたは複数の基準に基づいて行われる。
例えば、マッピングを決定するうえでの基礎情報として使用することのできる基準として
、システム情報ブロックの固有な特性、あるいは、システム情報がブロードキャストされ
る先の移動体端末の固有な特性とすることができる。
【００６９】
　システム情報ブロックの固有な特性の例として、システム情報ブロックに含まれている
情報の時間的変動性、あるいはシステム情報ブロックのサイズが挙げられる。システム情
報ブロックの別の固有な特性としては、例えば、システム情報ブロックに含まれている情
報が、システムアクセスするうえで必要であるか、あるいは、システム情報ブロックに含
まれている情報が、移動体通信システムにおいてユーザの位置を追跡するうえで必要であ
るか、が挙げられる。
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【００７０】
　移動体端末の固有な特性としては、例えば、移動体通信システム内でオプションとして
定義されている（１つ以上の）機能をサポートする、端末の能力とすることができる。
【００７１】
　システム情報ブロックを共有トランスポートチャネルまたはブロードキャストトランス
ポートチャネルにマッピングすることは、移動体端末によるこの情報の取得動作を、端末
処理時間および電力消費量に関して最適化できることにおいて、有利であり得る。本発明
を適用することによって達成できる別の利点としては、単独のスペクトル割り当てサイズ
（standalone spectrum allocations）のすべての場合に、移動体端末によるブロードキ
ャストシステム情報の読み取り時間が短縮されること、ブロードキャストできるようにト
ランスポートチャネルを構成設定するうえでの通信事業者にとっての柔軟性が高いこと、
さらには、システム情報を共有トランスポートチャネルにマッピングする結果として、シ
ステム情報のスケジューリング効率が高まることが挙げられる。
【００７２】
　本発明の別の態様は、ブロードキャストシステム情報を受信する移動体端末の挙動であ
る。本発明の別の実施形態によると、移動体端末は、ブロードキャストトランスポートチ
ャネル上でマスター情報ブロックを受信し、このマスター情報ブロックは、個々のＳＩＢ
からブロードキャストトランスポートチャネルまたは共有トランスポートチャネルのいず
れかへのマッピングを示している。移動体端末は、使用されているマッピングの指示情報
に基づいて、ブロードキャスト制御チャネルまたは共有制御チャネルのいずれかにおいて
ＳＩＢを受信する。本発明の別の実施形態においては、ＳＩＢを適切に受信するために必
要な制御情報を、第１層アウトバンド識別または第２層インバンド識別を使用して移動体
端末に提供し、この方法については後からさらに詳しく説明する。
【００７３】
　以下では、本発明の例示的な実施形態による、システムブロードキャスト情報の構造と
、システムブロードキャスト情報を複数の異なるシステム情報ブロック（ＳＩＢ）に割り
当てる方法とについて、ＵＭＴＳシステムを考慮しながら概説する。ブロードキャスト制
御チャネル（論理チャネル）上で送信される情報の構造は、ツリー構造とすることができ
る。いわゆるマスター情報ブロック（ＭＩＢ）がツリー構造のルートを形成しており、い
わゆるシステム情報ブロック（ＳＩＢ）がツリー構造の枝である。ＭＩＢ情報は、ブロー
ドキャストシステム情報を伝えるＳＩＢよりも少ない頻度で送信することができる。さら
に、個々の端末は、ＭＩＢ情報が送信されるたびにＭＩＢの中の情報を読み取る必要がな
いことがある。
【００７４】
　図６は、ＢＣＣＨに関する情報の構造を、例示を目的として示している。例えば、シス
テム情報ブロックのそれぞれに関する情報用に、ＭＩＢの１つの部分を確保することがで
きる。確保された部分に含まれる、ＳＩＢそれぞれに関連付けられる制御情報は、以下の
構造をとることができる。すなわち、ＳＩＢに関連付けられる制御情報のそれぞれが、Ｓ
ＩＢが送信されるブロードキャストトランスポートチャネル上での、特定なタイミングを
基準としてＳＩＢのポジションを示すことができる。さらには、ＳＩＢの反復周期を示す
ことができる。この反復周期は、ＳＩＢそれぞれが送信される周期を示す。制御情報は、
さらに、ＳＩＢ情報のタイマーベースの更新メカニズムにおけるタイマー値、あるいは、
タグの値によって更新を検出するメカニズムにおける値タグ（バリュータグ）を含んでい
ることができる。
【００７５】
　ＭＩＢの中での制御情報がタイマー値を含んでいるＳＩＢについては、移動体端末は、
ＭＩＢのタイマーフィールドに示されている値の経過後にシステム情報を更新することが
できる。ＭＩＢの中の制御情報が値タグを含んでいるＳＩＢについては、移動体端末は、
ＭＩＢの該当フィールドに示されているタグの値が、前の更新における値から変更された
際に、システム情報を更新する。以下では、本発明の複数の異なる実施形態による例示的
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なＭＩＢフォーマットについて、図１１および図１３を参照しながら説明する。
【００７６】
　次表は、従来のＵＭＴＳシステムにおけるシステム情報ブロックの分類およびタイプの
例示的な概要を示しており、この分類およびタイプは、本明細書に記載した本発明の複数
の異なる実施形態において使用することができる（非特許文献４を参照（この文書は本文
書に参照によって援用され、http://www.3gpp.orgから入手可能））。この例においては
、システムブロードキャスト情報は、内容および時間的変動性に基づいて異なるＳＩＢに
分類されている。
【００７７】
【表５】

【００７８】
　上に示した表は、ブロードキャストシステム情報の内容および分類の単なる可能な一例
として理解されたい。さらに、システム情報の複数の異なる部分がブロードキャストされ
る頻度の分類と、システム情報から複数の異なるＳＩＢへの分類は、例示する役割を果た
すことを意図しているに過ぎず、本発明をこの例に制限することを意図したものではない
。既存の移動体通信システムの開発および改良が進むにつれて、送信の内容、フォーマッ
ト、周期などが変化しうることを認識されたい。
【００７９】
　図１０は、本発明の一実施形態による、ブロードキャストシステム情報のシステム情報
ブロックから、ブロードキャストトランスポートチャネルおよび共有トランスポートチャ
ネルへの例示的なマッピング（第１層アウトバンド識別を使用する）を示している。図１
０には、３つの異なるチャネル、すなわちブロードキャストトランスポートチャネルと、
共有トランスポートチャネルと、この共有トランスポートチャネルに関連付けられる物理
制御チャネルとにマッピングされるデータを示してある。制御チャネルは、共有トランス
ポートチャネル上のデータの送信フォーマットおよび送信タイミングを記述する制御情報
を含んでいることにおいて、共有トランスポートチャネルに関連付けられている。本発明
の別の実施形態においては、非特許文献５（この文書は本文書に参照によって援用され、
http://www.3gpp.orgから入手可能）に記載されているように、送信フォーマットを記述
するパラメータによって、ＯＦＤＭＡベースの無線アクセスの場合のフォーマットを定義
することができる。
【００８０】
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　さらには、システム情報を受信する移動体端末（同義的には、論理チャネルからトラン
スポートチャネルへのマッピング）を、前述したように、それぞれの第１層アウトバンド
識別によって指定することができる。従って、論理チャネルからトランスポートチャネル
へのマッピングは、関連付けられる物理制御チャネル（例えばＳＣＳＣＨ）上に示される
。
【００８１】
　ブロードキャスト制御論理チャネル（例：ＵＭＴＳにおけるＢＣＣＨ）上で提供される
ブロードキャストシステム情報を、図１０の共有トランスポートチャネルおよびブロード
キャストトランスポートチャネルにマッピングする。
【００８２】
　図１０においては、ブロードキャストトランスポートチャネルには３つのトランスポー
トブロックを示してある。この例示的な実施形態においては、マスター情報ブロック（Ｍ
ＩＢ）を定期的に（ＭＩＢ反復周期）送信する。例えば、各トランスポートブロックの最
初において、または所定の時間間隔（例えば、特定の数の送信時間間隔（ＴＴＩ））の後
に、ＭＩＢを送信することができる。さらに、トランスポートブロックは、１つ以上のシ
ステム情報ブロック（ＳＩＢ）を含んでいることができる。１つのＳＩＢは、送信される
システムブロードキャスト情報の部分を含んでいる。例えば、ＳＩＢのそれぞれが、表５
に例示したような、特定のカテゴリの所定の一連の情報または設定可能な一連の情報を含
んでいることができる。
【００８３】
　図１１は、図１０に示した例示的な実施形態において使用されるＭＩＢをさらに詳しく
示している。本発明のこの実施形態によるシステムブロードキャスト情報の構造も、上に
概説したようなツリー構造である。このＭＩＢは、制御情報の複数の異なるパーティショ
ンを備えており、パーティションのそれぞれが、ＳＩＢそれぞれに関連付けられている。
【００８４】
　ブロードキャストトランスポートチャネルにマッピングされて送信されるＳＩＢについ
ては、各ＳＩＢに関連付けられる制御情報は以下の構造を持つことができる。すなわち、
ＳＩＢに関連付けられる制御情報（ＳＩＢ　＃ｎを指すポインタ）のそれぞれは、そのＳ
ＩＢが送信されるブロードキャストトランスポートチャネル上での、一般的なタイミング
基準に対するＳＩＢのポジションを示す。さらには、各ＳＩＢが送信される周期を示す、
ＳＩＢの反復周期を示すことができる。図１０に示した例示的な実施形態においては、Ｍ
ＩＢの中の制御情報のうち、ＳＩＢ１、ＳＩＢ３、ＳＩＢ４、およびＳＩＢ６に関連付け
られる制御情報は、この構造を持つ。
【００８５】
　ＳＩＢ１、ＳＩＢ３、ＳＩＢ４、およびＳＩＢ６とは異なり、ＳＩＢ２は、共有トラン
スポートチャネルを介して送信される。ＳＩＢ２に関するＭＩＢ制御情報は、他の一連の
ＳＩＢの制御情報とは構造が異なっている。この例示的な実施形態によると、ＭＩＢの中
の、ＳＩＢ２の制御情報は、ＳＩＢ２が送信される共有トランスポートチャネルの指示情
報を含んでいる。図１０においては、この指示情報は、ＭＩＢから共有トランスポートチ
ャネルを指している点線矢印によって示してある。
【００８６】
　移動体端末は、送信されるＳＩＢと、それらがマッピングされているチャネルとを、Ｍ
ＩＢの中の制御情報に基づいて認識することができる。すなわち、この例示的な実施形態
においては、ＳＩＢ１、ＳＩＢ３、ＳＩＢ４、およびＳＩＢ６がブロードキャストトラン
スポートチャネルにマッピングされてブロードキャストトランスポートチャネル上で送信
されるのに対して、ＳＩＢ２が共有トランスポートチャネルにマッピングされて共有トラ
ンスポートチャネル上で送信されることを、移動体端末は判定することができる。
【００８７】
　上述したように、論理チャネルからトランスポートチャネルへのマッピングを受信側の
移動体端末に示すのに、第１層アウトバンド識別を使用する。この目的のため、マッピン
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グの識別情報を、関連付けられる制御チャネル上で送信する（「識別情報」を参照）。こ
の識別情報としては、例えば、受信側においてトランスポートチャネルがマッピングされ
る論理チャネルのデフォルトの識別子、または設定可能な識別子を使用することができる
。これらの識別子はＭＩＢで送信することもできる。
【００８８】
　これらの識別子は、例えば以下のＨＥＸ値とすることができる。
■　０ｘ００００　００ＦＦ　論理チャネルＢＣＣＨ（ブロードキャスト制御チャネル）
がＳＤＣＨにマッピングされている
■　０ｘ０１００　０１ＦＦ　論理チャネルＰＣＣＨ（ページング制御チャネル）がＳＤ
ＣＨにマッピングされている
■　０ｘ０２００　ＦＦＦＦ　論理チャネルＤＣＣＨ／ＤＴＣＨ（個別制御チャネル／個
別トランスポートチャネル）がＳＤＣＨにマッピングされている
　使用する識別子は、デフォルト値とするか、またはシステムによって設定することがで
きる。
【００８９】
　共有トランスポートチャネルに関連付けられる制御チャネルは、共有トランスポートチ
ャネル上でのＳＩＢのスケジューリングを示す制御情報を含んでいる。この制御情報は、
共有チャネルにマッピングされている（１つ以上の）ＳＩＢについて、その共有チャネル
上でのＳＩＢそれぞれの時間軸上ポジションを少なくとも示すことができる。本発明の別
の実施形態においては、関連付けられる制御チャネル上の制御情報は、上の表３に示した
ようなスケジューリング情報であり、チャンク割り当て、データ変調、およびトランスポ
ートブロックのサイズに関する情報を含むことができる。本発明の実施形態によると、送
信フォーマットのパラメータは、上に記載した非特許文献５と同様に定義することができ
る。
【００９０】
　従って、図１０に示した例示的な実施形態においては、ＭＩＢの制御情報は、ＳＩＢ２
が共有トランスポートチャネルにマッピングされていることを移動体端末に示し、その一
方で、関連付けられる制御チャネル上の、ＳＩＢの制御情報が、共有チャネル上でのＳＩ
Ｂ２の時間軸上ポジションおよび送信フォーマットを受信側の移動体端末に示す。
【００９１】
　本発明の一実施形態によると、時間軸上ポジションは、共通のタイミングを基準として
、動的に変更されるスケジューリング情報として指定することができる。例示的な実施形
態は、例えば、前述した非特許文献４に記載されている。上述したように、送信フォーマ
ットは、チャンク割り当て、データ変調、およびトランスポートブロックのサイズを少な
くとも示すことができる。さらには、具体的には言及しないが、関連付けられる物理制御
チャネル（例えばＳＣＳＣＨ）の構成設定も必要なことがある。
【００９２】
　単なる例示を目的として、ＵＭＴＳシステムにおけるブロードキャストシステム情報の
送信の説明に戻る。下り共有トランスポートチャネルのスケジューリングには、第１層で
のアウトバンド識別が使用・送信されるのに対して、ブロードキャストトランスポートチ
ャネルを介して伝えられるシステム情報ブロックのスケジューリング情報は、ブロードキ
ャストトランスポートチャネルのマスター情報ブロックの中で、すなわち第２層トランス
ポートブロックの中で送信される。ブロードキャストトランスポートチャネルの構成設定
は、例えば、準静的とすることができるのに対して、共有下りトランスポートチャネルの
構成設定は、準静的または動的とすることができる。本発明のこの実施形態において、共
有トランスポートチャネルを動的に構成設定できるという柔軟性は、無線リソースの利用
の観点から有利であり、なぜなら、ブロードキャストシステム情報の高速スケジューリン
グを効果的にサポートできるためである。
【００９３】
　本発明の例示的な実施形態においては、共有トランスポートチャネルはＵＭＴＳシステ
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ムの共有下りチャネル（ＳＤＣＨ）とすることができるのに対して、ブロードキャストト
ランスポートチャネルはブロードキャストチャネル（ＢＣＨ）とすることができる。ＳＤ
ＣＨに関連付けられる制御チャネルは、共有制御シグナリングチャネル（ＳＣＳＣＨ）と
することができる。
【００９４】
　図１２は、本発明の別の実施形態による、ブロードキャストシステム情報のシステム情
報ブロックから、ブロードキャストトランスポートチャネルおよび共有トランスポートチ
ャネルへの別の例示的なマッピング（第２層インバンド識別を使用する）を示している。
【００９５】
　図１２に示した例示的な実施形態においては、共有チャネルが使用され、識別のための
、関連付けられる（物理）制御チャネルを必要としない。図１０および図１１に関連して
説明した本発明の実施形態の場合と同様に、図１２に示した実施形態においても、ブロー
ドキャストシステム情報をブロードキャストトランスポートチャネルおよび共有トランス
ポートチャネルにマッピングする。論理チャネルからトランスポートチャネルへのマッピ
ングを示す識別子（「識別情報」）と、共有チャネル（例えばＳＤＣＨ）の準静的構成設
定の情報（タイミングおよび送信フォーマット）と、関連付けられる物理制御チャネル（
例えばＳＣＳＣＨ）の構成設定とが、インバンドで送信される。すなわち、両方の情報が
第２層において送信される。例えば、識別情報（「識別情報」）を共有トランスポートチ
ャネルの第２層パケットのヘッダの中で提供でき、その一方で、共有チャネルの構成設定
情報をＭＩＢの中で提供することができる。
【００９６】
　識別子（ＩＤ）は、上述したように、デフォルトの識別子とすることができ、あるいは
、ブロードキャストトランスポートチャネルのＭＩＢを通じて設定する／割り当てること
ができる。図１３は、図１２におけるシステム情報ブロックのマッピングにおいて使用さ
れるマスター情報ブロックの例示的なフォーマットを示している。ブロードキャストトラ
ンスポートチャネルにマッピングされているＳＩＢの制御情報の構造は、図１１に示した
ＭＩＢにおける構造に似ている。さらに、ＭＩＢ制御情報のうち、共有トランスポートチ
ャネルにマッピングされているＳＩＢの制御情報は、ＳＩＢそれぞれがマッピングされて
いる共有トランスポートチャネルの指示情報を含むことができる。
【００９７】
　以下では、複数の異なる実施形態による、ブロードキャスト制御論理チャネルのブロー
ドキャストシステム情報の個々の部分を転送するシステム情報ブロックのマッピングにつ
いて説明する。図１４～図１８に関連して説明する本発明の以下の実施形態においては、
ブロードキャストシステム情報を、ブロードキャストトランスポートチャネルまたは共有
トランスポートチャネルにマッピングされているシステム情報ブロックにおいて、第１層
アウトバンド識別（図１０および図１１）または第２層インバンド識別（図１２および図
１３）のいずれかを使用して送信する。以下に説明するように、マッピングは、例えば、
ＳＩＢそれぞれに固有な１つ以上の特性、あるいはＳＩＢを受信する移動体端末に固有な
１つ以上の特性に基づいて、行うことができる。
【００９８】
　図８および図９は、ブロードキャストトランスポートチャネルを通じてブロードキャス
ト情報を送信するときの、時間軸上の状況を示している。図８は、スペクトル割り当て５
ＭＨｚ、ブロードキャストデータレート１６ｋｂｐｓの場合を示している。図９は、スペ
クトル割り当て１０ＭＨｚ、ブロードキャストデータレート３２ｋｂｐｓの場合を示して
いる。
【００９９】
　図１４～図１８においては、５ＭＨｚまたは１０ＭＨｚのいずれかのスペクトル割り当
てを想定しており、データレート１６ｋｂｐｓまたは３２ｋｂｐｓは、ブロードキャスト
トランスポートチャネルおよび共有トランスポートチャネルの間で（通常では不均一に）
分散している。ブロードキャストシステム情報をブロードキャストトランスポートチャネ
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ルおよび共有トランスポートチャネルにマッピングすることによって、ブロードキャスト
システム情報がブロードキャストトランスポートチャネルのみにマッピングされる場合と
比較して、ブロードキャストシステム情報の、より柔軟な送信方式とすることができる。
例えば、図１５においては、ブロードキャストトランスポートチャネルおよび共有トラン
スポートチャネルのデータレートが３：１の比に分割されており、なぜなら、後から説明
するように、共有チャネルにおける結果のデータレートが、ＳＩＢ１を共有トランスポー
トチャネルを通じて１つのＴＴＩ内で送信するのに十分であるためである。
【０１００】
　なお、図８、図９、および図１４～図１８では、実際のリソース利用状況を正確には示
していない。
【０１０１】
　本発明の一実施形態によると、ＳＩＢから共有トランスポートチャネルまたはブロード
キャストトランスポートチャネルのいずれかへのマッピングを決定するうえでベースとな
る基準として、移動体端末にとっての、各ＳＩＢの情報の重要度とすることができる。
【０１０２】
　移動体端末にとって重要な情報としては、例えば、システムアクセスおよび基本的なモ
ビリティ手順を実行するうえで、移動体端末が受信し、格納し、および最新状態に維持し
ておく必要のあるシステム情報とすることができる。
【０１０３】
　いま、例示のみを目的として、ＵＭＴＳシステムを考えると、システムアクセスのため
には、シグナリング接続（シグナリング無線ベアラ）を確立することを目的とする手順が
指定されることがある。従って、この例示的なシナリオにおいては、重要な情報は、シグ
ナリング接続を確立するうえで移動体端末に必要な情報である。一方で、基本的なモビリ
ティ手順では、ネットワークがユーザの位置をトラッキングエリアレベルで（シグナリン
グ接続を確立せずに）追跡する、およびセルレベルで（シグナリング接続を確立して）追
跡することを目的とする手順が指定される。
【０１０４】
　重要な情報が上記のように定義されるとき、表５に示したブロードキャストシステム情
報の例示的な分類を考えると、ＳＩＢ１、ＳＩＢ２、ＳＩＢ３、ＳＩＢ５、ＳＩＢ６、Ｓ
ＩＢ１７、およびＳＩＢ１８を、移動体端末にとって重要な情報として分類することがで
き、なぜなら、これらのＳＩＢは、システムアクセスおよび基本的なモビリティ手順を実
行するうえで必要であるためである。これに対して、例えば、ＳＩＢ１３およびＳＩＢ１
５は、移動体端末にとって重要ではない（オプションの）情報として分類することができ
、なぜなら、これらのＳＩＢは、システムアクセスおよび基本的なモビリティ手順を実行
するうえで必要ではないためである。
【０１０５】
　図１４は、本発明の一実施形態による例示的なマッピングとして、システム情報ブロッ
クから、スペクトル割り当て５ＭＨｚおよびデータレート８ｋｂｐｓを有する共有トラン
スポートチャネルと、同様にスペクトル割り当て５ＭＨｚおよびデータレート８ｋｂｐｓ
を有するブロードキャストトランスポートチャネルとへのマッピング、を示している。図
１４は、図８に関連して説明した問題を克服するマッピングを提案しており、図８では、
移動体端末は、重要なＳＩＢ８を取得するために２つの連続するＴＴＩを受信しなければ
ならなかった。図１４においては、ＳＩＢ８が共有トランスポートチャネルにマッピング
されており、これにより、ＳＩＢ８を１つのＴＴＩにおいて送信することができ、従って
、移動体端末の電力消費量が減少する。さらには、ＭＩＢをＳＩＢ８と同時に（すなわち
同じＴＴＩの中で）送信することができ、これにより、移動体端末は、図８におけるシナ
リオと比較して、ＳＩＢ８の中の重要な情報をより迅速に取得することができる。
【０１０６】
　図１４に示した例示的な実施形態においては、ＳＩＢ８を共有チャネルにマッピングす
ることは、移動体端末にとっての、ＳＩＢ８に含まれている情報の重要度に基づいている



(24) JP 4977713 B2 2012.7.18

10

20

30

40

50

。別の基準として、ＳＩＢのサイズとすることができる。例えば、所定のしきい値よりも
大きいＳＩＢを共有トランスポートチャネルにマッピングすることができる。このオプシ
ョンは、例えば、ブロードキャストトランスポートチャネルのＳＩＢを送信するのにいく
つかのＴＴＩが必要である場合、もしくは、ブロードキャストトランスポートチャネルに
使用されるデータレートよりも高いデータレートにおいて共有トランスポートチャネルを
送ることができる場合、またはその両方の場合に有利であり得る。
【０１０７】
　図１５は、本発明の一実施形態による例示的なマッピングとして、システム情報ブロッ
クから、スペクトル割り当て１０ＭＨｚおよびデータレート８ｋｂｐｓを有する共有トラ
ンスポートチャネルと、同様にスペクトル割り当て１０ＭＨｚおよびデータレート２４ｋ
ｂｐｓを有するブロードキャストトランスポートチャネルとへのマッピングを示している
。この例示的な実施形態は、図９におけるシステム情報の割り当ての改良を示しており、
図９において、移動体端末に必要な情報を含んでいるのはＳＩＢ１のみである（ＭＩＢは
、送信されるたびに読み取らなくてもよいことがある）。移動体端末は、図９のＳＩＢ１
の内容のみを必要としているが、１つのＴＴＩの中でブロードキャストトランスポートチ
ャネル上でブロードキャストされる内容全体を読み取る必要があり、なぜなら、一般に受
信機は、ＴＴＩ全体の中のデータを受信するように設計されているためである。
【０１０８】
　図１５に示した実施形態によると、移動体端末にとって重要な情報を含んでいる（１つ
以上の）ＳＩＢを共有トランスポートチャネルにマッピングし、その一方で、オプション
の情報、すなわち移動体端末にとって重要ではない情報を伝えるＳＩＢをブロードキャス
トトランスポートチャネルにマッピングする。いま、図１５におけるＳＩＢ２およびＳＩ
Ｂ３の内容がオプションの情報であり、移動体端末がこのＴＴＩの中のＭＩＢを読み取る
必要がないものと想定すると、移動体端末は、ＳＩＢ１を伝える共有トランスポートチャ
ネルを読み取るのみでよく、このＴＴＩにおいてブロードキャストトランスポートチャネ
ルを読み取らないことにより、電力を節約することができる。
【０１０９】
　さらに、共有トランスポートチャネルおよびブロードキャストトランスポートチャネル
におけるデータレートが互いに変化しうることを考慮すると、ブロードキャストトランス
ポートチャネルよりも低いデータレートを提供する共有トランスポートチャネルにＳＩＢ
をマッピングする別の利点として、共有トランスポートチャネル上で送信されるＳＩＢの
中の送信情報の信頼性を高めることができる。データレートが低いことは、ブロードキャ
スト制御チャネルの構成設定と比較して、より低い符号化レート、もしくは、より低い次
数の変調方式、またはその両方が使用されることを意味するため、共有トランスポートチ
ャネルを介して送信される情報の方が信頼性が高い。ＵＭＴＳシステムにおいては、ブロ
ードキャストトランスポートチャネルの構成設定を静的とすることができ、従って、その
データレートが変化しないことがある。
【０１１０】
　ＳＩＢを共有トランスポートチャネルまたはブロードキャストトランスポートチャネル
にマッピングするうえで考慮することのできる別の基準として、特定のセルの中で移動体
端末によってサポートされる機能とすることができる。例えば、セル内に現在存在してい
るいずれの移動体端末も、ＧＰＳ（グローバルポジショニングシステム）に基づくポジシ
ョニングをサポートしていない場合、それに関連するＳＩＢを、ブロードキャストトラン
スポートチャネル上でのブロードキャストから省くことができ、代わりに、共有トランス
ポートチャネルを介して送信することができる。ＧＰＳ接続をサポートしている移動体端
末がそのセルにハンドオーバされる場合、関連するＳＩＢを、共有トランスポートチャネ
ルにおいて不連続受信（ＤＲＸ）周期の間に送信することができ、これは有利である。従
って、リソースをユーザプレーンデータと動的に共有することができる。
【０１１１】
　図１６は、本発明の一実施形態による、ＳＩＢそれぞれの中の情報の変動性に基づいて
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、ＳＩＢを共有トランスポートチャネルまたはブロードキャストトランスポートチャネル
にマッピングする方法を示している。変動性の高いブロードキャストシステム情報を含ん
でいるＳＩＢを、共有トランスポートチャネルにマッピングすることができる。いま、上
の表５に示したブロードキャストシステム情報の分類を考えると、例えば、物理チャネル
の構成設定、干渉、および動的な持続性レベルを、頻繁に変更される情報を含んでいるＳ
ＩＢとみなすことができる。さらに、上述したように、ブロードキャストトランスポート
チャネルと共有トランスポートチャネルとの間のデータレートの分布に応じて、頻繁に変
更されるＳＩＢを共有トランスポートチャネルを介して送信することによって、反復周期
を延ばす、あるいはＳＩＢそれぞれの送信の信頼性を高めることができる。
【０１１２】
　情報を時間的変動性に従って一般的に分類する目的で、その情報の変更の頻度を記述す
る率ｆ１およびｆ２（ｆ１＜ｆ２）を考慮することができる。例えば、情報（ＳＩＢ）の
変更率ｆとｆ１の関係がｆ＜＝ｆ１である場合、その情報を、時間的変動性の低い情報と
して分類することができる。同様に、情報の変更率ｆとｆ２の関係がｆ＞＝ｆ２である場
合、その情報を、時間的変動性の高い情報とすることができる。さらには、情報の変更率
ｆとｆ１およびｆ２との関係がｆ１＜ｆ＜ｆ２である場合、その情報を、時間的変動性が
中程度である情報とすることができる。
【０１１３】
　図１７は、本発明のさらなる実施形態による、ＳＩＢから共有トランスポートチャネル
およびブロードキャストトランスポートチャネルへの別の可能なマッピングを示している
。この例示的な実施形態においては、オプションの情報（すなわち、移動体端末にとって
重要ではない情報）のみを共有チャネルにマッピングする。オプションの情報としては、
例えば、ＡＮＳＩ　４２情報、あるいはＧＰＳ情報とすることができる。このマッピング
は、移動体端末が、共有トランスポートチャネルを読み取ることなく、必要な情報をブロ
ードキャストトランスポートチャネルから取得するのみでよいことにおいて、有利である
。オプションの情報が必要とされる機能を移動体端末がサポートしている場合に限り、そ
の移動体端末が、関連するＳＩＢを共有トランスポートチャネルから読み取ることができ
る。
【０１１４】
　本発明の別の実施形態においては、隣接セル内でブロードキャストシステム情報を送信
するために使用される共有トランスポートチャネルの構成設定を、セルの移動体端末にブ
ロードキャストすることができる。従って、図１８は、本発明の一実施形態による、隣接
する無線セルにおける共有トランスポートチャネルに関する情報を含んでいるブロードキ
ャストシステム情報のシステム情報ブロックから、ブロードキャストトランスポートチャ
ネルおよび共有トランスポートチャネルへのマッピングと、隣接する無線セルへの移動体
端末のハンドオーバとを示している。この例示的な実施形態においては、システムブロー
ドキャスト情報のうち重要な情報、すなわち、システムアクセスおよび基本的なモビリテ
ィ手順を実行するために必要な情報を移動体端末に提供するのに、セルそれぞれにおける
共有トランスポートチャネルを使用するものと想定することができる。
【０１１５】
　図１８においては、時刻ｎ＋１（時刻は、特定の開始時刻から経過したＴＴＩの数によ
って表す）において、移動体端末がブロードキャストトランスポートチャネルを介してＭ
ＩＢの受信を開始する。さらに、無線セルのそれぞれにおいて、ＳＩＢ８が、システムア
クセスおよび基本的なモビリティ手順を実行するうえで必要な情報を含んでいるものと想
定することができる。斜線のブロックは、情報を受信する移動体端末が、情報の受信時に
ソースセル内に位置していることを示している。時刻ｎ＋１に続くＴＴＩにおいて受信さ
れるＭＩＢは、（１つ以上の）隣接セルにおいてＳＩＢ８がブロードキャストされる共有
トランスポートチャネルの指示情報を含んでいることができる。あるいは、指示情報を含
んでいるＳＩＢをＭＩＢによって指定することができる（例えば、時刻ｎから始まるＴＴ
Ｉにおいて移動体端末が読み取るＳＩＢ３）。
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【０１１６】
　時刻ｎ＋２の時点で、移動体端末が、そのソースセルから別のセル（ターゲットセル）
にハンドオーバされる。移動体端末は、共有トランスポートチャネル上でＳＩＢ８を受信
するために必要な制御情報をすでに取得しているため、時刻ｎ＋２においてターゲットセ
ルの共有トランスポートチャネルからＳＩＢ８をただちに読み取ることができる。従って
、移動体端末は、時刻ｎ＋３においてブロードキャストトランスポートチャネル上で送信
される、ターゲットセルにおける最初のＭＩＢを受信しなくても、時刻ｎ＋４において共
有トランスポートチャネルからＳＩＢ８を読み取ることができる。
【０１１７】
　より一般的には、（ターゲットセルが含まれる）隣接セルの構成設定に関する情報を、
セルの中でブロードキャストシステム情報の一部として提供することができる。隣接セル
に関する構成設定情報は、例えば、システム情報ブロックに含めることができ、あるいは
、ＭＩＢの一部として、無線セルの移動体端末に提供することができる。この構成設定情
報は、隣接セルそれぞれにおける共有トランスポートチャネルおよびブロードキャストト
ランスポートチャネルを介してブロードキャストシステム情報を送信するために使用され
る各マッピングに応じたものとすることができる。
【０１１８】
　図１０に示した構成設定を使用する場合、ＭＩＢは、（１つ以上の）隣接セルにおける
共有トランスポートチャネルに関連付けられている制御物理チャネルのチャンク割り当て
、および場合によっては変調形式、トランスポートブロックのサイズなどを含んでいるこ
とができる。この場合、隣接セルにおける関連付けられている物理制御チャネルは、その
隣接セルにおける共有トランスポートチャネルのチャンク割り当て、変調形式、トランス
ポートブロックのサイズなどを含んでいる。この情報は、隣接セルにおいて動的ベースで
変更することができる。
【０１１９】
　あるいは、図１２に示した構成設定を使用するときには、ソースセルにおけるＭＩＢが
、（１つ以上の）隣接セルにおける共有トランスポートチャネルのチャンク割り当て、変
調形式、トランスポートブロックのサイズなどを含んでいることができる。この情報は、
例えば、隣接セルにおいて準静的ベースで変更することができる。
【０１２０】
　本発明のさまざまな例示的な実施形態を示している図１０～図１８においては、複数の
異なるＳＩＢを異なる番号（ＳＩＢ１、ＳＩＢ２、ＳＩＢ３など）によって区別してある
。これらの番号は、ＳＩＢそれぞれに含まれている異なる情報を例示的に示すことを意図
しているに過ぎない。しかしながら、本発明の別の実施形態においては、ＳＩＢの番号が
、例えば表５に示した内容それぞれを示すことができる。
【０１２１】
　本発明の別の実施形態は、上述したさまざまな実施形態をハードウェアおよびソフトウ
ェアを使用して実施することに関する。本発明の上記のさまざまな実施形態は、コンピュ
ーティングデバイス（プロセッサ）を使用して実施または実行できることを認識されたい
。コンピューティングデバイスまたはプロセッサは、例えば、汎用プロセッサ、デジタル
信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマ
ブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、またはその他のプログラマブルロジックデバイスなどと
することができる。さらに、本発明のさまざまな実施形態は、これらのデバイスの組合せ
によって実行あるいは具体化することもできる。
【０１２２】
　さらに、本発明のさまざまな実施形態は、プロセッサによって実行されるソフトウェア
モジュールによって実施する、あるいはハードウェアに直接実装することもできる。さら
に、ソフトウェアモジュールとハードウェア実装とを組み合わせることも可能である。ソ
フトウェアモジュールは、任意の種類のコンピュータ可読記憶媒体、例えば、ＲＡＭ、Ｅ
ＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリ、レジスタ、ハードディスク、ＣＤ－ＲＯＭ
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、ＤＶＤなどに格納することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１２３】
【図１】ＵＭＴＳの高レベルのアーキテクチャを示している。
【図２】ＵＭＴＳ　Ｒ９９／４／５によるＵＴＲＡＮのアーキテクチャを示している。
【図３】ＵＭＴＳネットワークにおけるドリフト／サービング無線サブシステムを示して
いる。
【図４】ＵＭＴＳネットワークにおけるＵＴＲＡＮのプロトコルモデルの概要を示してい
る。
【図５】ＵＴＲＡＮの無線インタフェースプロトコルのアーキテクチャの概要を示してい
る。
【図６】マスター情報ブロック（ＭＩＢ）の構造を示している。
【図７】ブロードキャストシステム情報（ＢＳＩ）を、異なるチャネル帯域幅を使用して
異なる方式で、システム情報ブロック（ＳＩＢ）において送信する例を示している。
【図８】ブロードキャストシステム情報（ＢＳＩ）を、異なるチャネル帯域幅を使用して
異なる方式で、システム情報ブロック（ＳＩＢ）において送信する例を示している。
【図９】ブロードキャストシステム情報（ＢＳＩ）を、異なるチャネル帯域幅を使用して
異なる方式で、システム情報ブロック（ＳＩＢ）において送信する例を示している。
【図１０】本発明の一実施形態による、ブロードキャストシステム情報のシステム情報ブ
ロックから、ブロードキャストトランスポートチャネルおよび共有トランスポートチャネ
ルへの例示的なマッピング（第１層アウトバンド識別を使用する）を示している。
【図１１】本発明の一実施形態による、図１０におけるシステム情報ブロックのマッピン
グにおいて使用されるマスター情報ブロックの例示的なフォーマットを示している。
【図１２】本発明の一実施形態による、ブロードキャストシステム情報のシステム情報ブ
ロックから、ブロードキャストトランスポートチャネルおよび共有トランスポートチャネ
ルへの例示的なマッピング（第２層インバンド識別を使用する）を示している。
【図１３】本発明の一実施形態による、図１２におけるシステム情報ブロックのマッピン
グにおいて使用されるマスター情報ブロックの例示的なフォーマットを示している。
【図１４】本発明の複数の異なる実施形態による、システム情報ブロックから共有トラン
スポートチャネルおよびブロードキャストトランスポートチャネルへのマッピングとして
、異なる基準に基づくさまざまな例を示している。
【図１５】本発明の複数の異なる実施形態による、システム情報ブロックから共有トラン
スポートチャネルおよびブロードキャストトランスポートチャネルへのマッピングとして
、異なる基準に基づくさまざまな例を示している。
【図１６】本発明の複数の異なる実施形態による、システム情報ブロックから共有トラン
スポートチャネルおよびブロードキャストトランスポートチャネルへのマッピングとして
、異なる基準に基づくさまざまな例を示している。
【図１７】本発明の複数の異なる実施形態による、システム情報ブロックから共有トラン
スポートチャネルおよびブロードキャストトランスポートチャネルへのマッピングとして
、異なる基準に基づくさまざまな例を示している。
【図１８】本発明の一実施形態による、隣接する無線セルにおける共有トランスポートチ
ャネルに関する情報を含んでいるブロードキャストシステム情報のシステム情報ブロック
から、ブロードキャストトランスポートチャネルおよび共有トランスポートチャネルへの
マッピングと、隣接する無線セルへの移動体端末のハンドオーバとを示している。
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